
東
京
松
平
家
宛
書
簡
に
み
る
春
嶽
と
福
井

吉
田

健

本
編
『
越
前
松
平
家
家
譜

慶
永
４
』
お
よ
び
次
編
『
越
前
松
平
家
家
譜

慶
永
５
』
は
、
福
井
藩
十
七
代
藩

主
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
の
事
績
を
記
録
し
た
「
家
譜

慶
永
公
」
の
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
六
十
三
歳
で

死
去
す
る
同
二
十
三
年
ま
で
に
あ
た
る
。
同
三
年
に
中
央
政
界
を
退
い
た
の
ち
も
、
有
力
大
名
出
身
の
華
族
の
代

表
と
し
て
活
躍
し
た
春
嶽
の
経
歴
か
ら
し
て
、
旧
領
地
福
井
と
の
関
係
は
お
の
ず
と
希
薄
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。

し
か
し
、
旧
家
臣
と
の
交
流
は
亡
く
な
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
、
春
嶽
が
旧
領
地
福
井
に
深
い
関
心
を
も
ち

続
け
、
ま
た
福
井
在
住
の
旧
家
臣
た
ち
に
隠
然
た
る
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、「
家
譜
」
の
記
述
の
中
に

見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
資
料
を
利
用
す
る
う
え
で
の
参
考
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
福
井
か
ら
東
京
松
平
家
に
宛
て
ら

れ
た
書
簡
を
通
じ
て
、
春
嶽
と
福
井
の
関
係
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
次
編
『
越
前
松
平
家
家

譜

慶
永
５
』
は
本
編
と
一
体
の
も
の
と
し
て
編
集
し
、
都
合
に
よ
り
分
割
し
た
も
の
で
、
本
編
に
続
い
て
本
年

度
中
の
発
刊
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
本
稿
も
こ
の
両
編
を
対
象
と
し
た
。

一
、
東
京
松
平
家
宛
書
簡
群

松
平
文
庫
（
福
井
県
立
図
書
館
保
管
）
に
は
、
福
井
の
お
も
に
松
平
家
事
務
所
か
ら
東
京
松
平
家
に
宛
て
ら
れ

た
明
治
期
の
書
簡
群
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１
）。
か
つ
て
福
井
県
史
編
さ
ん
の
過
程
で
一
部
調
査
さ
れ
、
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
本
編
の
編
さ
ん
を
契
機
に
、

こ
れ
ら
書
簡
群
に
つ
い
て
も
、
関
心
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
あ
え
て
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

解

説

写真１ 東京松平家宛書簡群（一部） 松平文庫 福井県立図書館保管



こ
の
書
簡
群
は
、
明
治
五
年
ご
ろ
か
ら
同
二
十
年
代
中
ご
ろ
ま
で
の
書
簡
約
二
〇
〇
通
（
仮
目
録
）
か
ら
な
る
。

旧
家
臣
か
ら
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
大
半
は
福
井
の
松
平
家
事
務
所
が
置
か
れ
た
養
浩
館
（
御
泉
水
邸
）
に
常

駐
し
た
松
平
家
の
家
従
か
ら
、
東
京
松
平
家
家
務
所
の
家
令
等
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
表
参
照
）。

本
編
と
次
編
の
口
絵
に
そ
の
内
容
の
一
部
を
掲
載
し
た
。
当
時
の
郵
便
制
度
（
二
匁
毎
に
二
銭
）
か
ら
く
る
重

量
節
約
の
た
め
、
そ
の
大
半
が
通
常
の
印
刷
で
は
判
読
困
難
な
ほ
ど
の
極
端
な
細
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
り
、
あ
え
て
口
絵
と
し
て
掲
載
し
た
理
由
で
も
あ
る
。

二
、「
家
譜
」
に
記
述
さ
れ
た
御
泉
水
邸

こ
れ
ら
の
書
簡
の
大
部
分
の
発
信
地
と
な
っ
た
御
泉
水
邸
は
、
藩
政
時
代
藩
主
の
別
邸
と
し
て
使
わ
れ
、
廃
藩

後
は
松
平
家
の
福
井
に
お
け
る
拠
点
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
春
嶽
は
廃
藩
後
に
三
度
福
井
を
訪
れ
て
い
る
が
、

明
治
六
年
六
月
の
墓
参
に
は
「
御
旧
臣
士
・
卒
族
各
所
御
出
迎
、
御
泉
水
御
邸
迄
御
供
致
候
」（
「
家
譜
」
慶
永

公

明
治
六
年
八
月
「
正
二
位
様
福
井
御
滞
在
中
御
日
記
抜
萃
」）
と
あ
り
、
御
泉
水
邸
に
宿
泊
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
十
年
五
月
の
十
八
代
藩
主
茂
昭
と
二
人
揃
っ
て
の
帰
福
で
は
、「
足
羽
山
山
田
仁
右
衛
門

宅
ヘ
御
投
宿
相
成
候
」（
同
十
年
五
月
二
十
日
条
）
と
あ
り
、
御
泉
水
邸
に
宿
泊
は
し
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば

「
夫
�
泉
邸
ヘ
被
為
入
、
御
重
器
・
御
世
譜
御
覧
、
畢
而
御
懇
意
連
中
江
御
酒
肴
被
下
之
」（
同
五
月
二
十
九
日

条
）
と
あ
る
よ
う
に
滞
在
中
は
し
ば
し
ば
こ
の
建
物
を
利
用
し
て
い
る
（
同
十
四
年
五
月
の
最
後
の
帰
福
に
つ
い

て
は
記
述
が
な
く
不
明
）。

こ
の
建
物
の
管
理
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
、
同
十
一
年
四
月
に
そ
れ
ま
で
御
泉
水
邸
の
管
理
を
依
頼
し
て
い
た

真
杉
清
陰
に
か
わ
り
、
新
た
に
津
保
知
良
・
福
岡
甚
作
を
福
井
家
従
と
し
て
任
命
し
て
か
ら
で
、「
福
井
家
従
職

務
章
程
」
を
制
定
し
て
御
泉
水
邸
を
始
め
福
井
に
お
け
る
松
平
家
に
関
す
る
事
務
を
一
切
管
理
担
任
さ
せ
た
こ
と

に
よ
る
（
「
家
譜
」
茂
昭
公

明
治
十
一
年
四
月
）。

御
泉
水
邸
は
最
初
春
嶽
に
よ
り
「
浴
恩
閣
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
（
「
家
譜
」
慶
永
公

明
治
十
一
年
十
月
十
二

表 越前松平家の家令・家扶・家従（明治５年・同１７年）



日
条
）。
こ
れ
は
明
治
天
皇
の
北
陸
巡
幸
に
あ
わ
せ
て
、
当
時
管
轄
下
に
あ
っ
た
石
川
県
が
、
こ
の
邸
地
を
借
り

受
け
、
公
園
と
し
て
開
放
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
当
時
の
石
川
県
布
令
書
（
写
真
２
）
に
よ
れ
ば
、
県
は
庭
園

を
「
聚
翠
園
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
貸
し
渡
し
た
も
の
の
、
建
物
の
管
理
を
続
け
る
福
井
在
勤
の
家
従
は
、
従
来

よ
り
庭
園
と
建
物
を
一
体
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
片
方
の
庭
園
に
新
た
な
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

対
抗
上
建
物
に
も
名
前
を
つ
け
る
よ
う
春
嶽
に
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
春
嶽
の
命
名
に
な
る
こ

の
「
浴
恩
閣
」
の
呼
称
は
、
そ
の
後
使
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、「
家
譜
」
の
記
述
で
は
翌
十
二
年
に
は
す
で
に
御

泉
水
邸
の
呼
称
に
戻
っ
て
い
る
。
公
園
と
し
て
公
開
さ
れ
た
の
が
短
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、
園
名
と
と
も
に
、
福

井
の
人
々
に
知
れ
わ
た
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
養
浩
館
の
由
来

明
治
十
七
年
八
月
こ
の
御
泉
水
邸
は
、
春
嶽
に
よ
っ
て
再
び
「
養
浩
館
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
（
「
家
譜
」
慶
永

公

明
治
十
七
年
八
月
二
十
一
日
条
）。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
通
の
書
簡
が
そ
の
経
緯
を
伝
え
て
い

る
。
い
ず
れ
も
福
井
在
勤
の
家
従
鈴
木
忠
夫
（
越
前
福
井
宝
永
上
町
）
か
ら
東
京
松
平
家
の
家
令
武
田
正
規
（
東

京
小
石
川
水
道
町
三
五
番
地
）
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

○
鈴
木
忠
夫
書
簡
（
１
）（
明
治
十
七
年
七
月
三
日
付

武
田
正
規
宛
）（
写
真
は
５
編
口
絵
２
）

○
中
学
校
々
長
松
田
政
常
氏
へ
泉
邸
御
茶
屋
御
貸
渡
云
々
是
又
拝
承
仕
候
、
右
者
於
東
京
御
聞
済
之
上
ハ
、

於
此
表
彼
是
申
候
義
ニ
ハ
無
之
候
得
共
、
第
一
畳
ハ
大
破
、
迚
も
住
居
ニ
ハ
六
ツ
ケ
敷
、
其
上
該
先
生
ハ
如

何
ナ
ル
人
歟
、
素
ヨ
リ
知
ル
ヨ
シ
ナ
シ
ト
雖
モ
、
凡
生
徒
上
リ
之
先
生
ハ
ム
ザ
ハ
イ
千
万
ニ
テ
手
弱
キ
御
茶

屋
ハ
不
相
当
、
別
而
薩
人
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
、
何
卒
萩
原
氏
へ
周
旋
致
サ
セ
、
拝
借
願
出
ヌ
様
致
度
心
底
、
此
後

誰
人
ニ
テ
モ
、
可
相
成
ハ
暫
時
成
共
軽
忽
御
貸
渡
御
許
容
無
之
様
願
度
、
月
給
ノ
八
拾
円
も
取
ル
官
的
ハ
他

ニ
随
分
居
所
ニ
差
支
ハ
無
之
筈
、
�
此
段
御
含
奉
願
候

写真２ 石川県布令書



（
欄
外
追
記
）「
�
輔
仁
会
委
員
ニ
テ
モ
是
迄
勤
番
之
御
小
屋
ヲ
貸
ス
様
、
軽
易
ニ
心
得
ラ
レ
テ
ハ

甚
迷
惑
也
」

○
鈴
木
忠
夫
書
簡
（
２
）（
明
治
十
七
年
八
月
十
三
日
付

武
田
正
規
宛
）（
写
真
は
５
編
口
絵
３
）

陳
ハ
曾
テ
御
示
諭
相
成
候
泉
邸
一
円
石
川
県
御
貸
渡
之
際
、
則
老
公
御
�
号
ハ
浴
恩
園
、
桐
山
県
令
之
号
ハ

聚
翠
園
ト
�
定
相
成
候
旨
、
伊
藤
真
氏
申
聞
候
、
素
ヨ
リ
旧
藩
遺
趾
之
事
ナ
レ
ハ
、
精
一
パ
イ
大
キ
イ
号
ヲ

願
度
と
存
候
へ
共
、
去
迚
館
ノ
堂
ノ
ト
申
ハ
該
御
邸
ニ
不
当
ト
ア
レ
ハ
致
方
も
無
之
、
迂
生
輩
児
蒙
之
知
ル

処
ニ
能
は
す
、
ナ
レ
ト
モ
園
ニ
テ
ハ
御
庭
而
已
ニ
際
り
、
御
館
ニ
ハ
関
係
無
之
様
ニ
も
愚
考
仕
候
、
何
卒
他

邦
へ
聞
エ
テ
恥
か
し
か
ら
ぬ
尊
大
之
御
館
号
ヲ
願
度
、
此
段
御
含
可
被
下
候

書
簡
（
１
）
で
は
、
新
任
の
若
い
中
学
校
校
長
（
松
田
政
常
）
に
「
泉
邸
御
茶
屋
」
を
貸
し
渡
せ
と
い
う
東
京

か
ら
の
指
令
に
、
こ
の
乱
暴
な
薩
摩
人
に
「
手
弱
キ
御
茶
屋
ハ
不
相
当
」
と
、
拝
借
願
い
を
出
さ
せ
な
い
よ
う
要

望
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
江
戸
藩
邸
内
の
勤
番
小
屋
を
貸
す
よ
う
に
「
軽
易
ニ
心
得
ラ
レ
テ
ハ
甚
迷
惑
也
」
と
、

東
京
の
旧
家
臣
た
ち
が
、
御
泉
水
邸
を
軽
ん
じ
始
め
て
い
る
こ
と
に
、
福
井
在
住
の
旧
家
臣
と
し
て
強
い
不
快
感

を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
鈴
木
は
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
振
り
払
う
手
段
と
し
て
、
書
簡
（
２
）
で
「
何
卒
他

邦
へ
聞
エ
テ
恥
か
し
か
ら
ぬ
尊
大
之
御
館
号
ヲ
願
度
」
と
春
嶽
の
権
威
に
す
が
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
曾

テ
御
示
諭
相
成
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
京
の
方
で
も
前
回
の
命
名
に
つ
い
て
記
憶
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ

の
指
摘
を
受
け
て
、「
老
公
御
�
号
ハ
浴
恩
園
、
桐
山
県
令
之
号
ハ
聚
翠
園
ト
�
定
相
成
候
旨
」
と
、
当
時
の
担

当
者
伊
藤
真
に
確
認
し
た
。
こ
の
際
「
浴
恩
閣
」
が
「
浴
恩
園
」
と
間
違
っ
て
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
で
は
庭

の
名
前
で
館
に
は
関
係
な
い
と
、
新
た
に
「
尊
大
之
御
館
号
」
を
願
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
松
方
デ
フ
レ

の
影
響
下
、
御
泉
水
邸
ひ
い
て
は
福
井
在
住
の
旧
家
臣
達
の
沈
滞
ム
ー
ド
を
吹
き
払
う
た
め
、
ど
う
し
て
も
春
嶽

に
よ
る
新
し
い
命
名
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



四
、「
世
譜
」
の
編
さ
ん
そ
の
他

次
に
、
口
絵
で
取
り
上
げ
た
他
の
書
簡
に
つ
い
て
、
そ
の
読
み
を
掲
げ
、
少
々
の
説
明
を
加
え
る
。

○
村
田
氏
寿
・
千
本
久
信
書
簡
（
明
治
五
年
四
月
三
日
付

香
西
成
他
二
名
宛
）（
写
真
は
４
編
口
絵
２
）

（
一
行
目
途
中
か
ら
）

○
正
院
よ
り
兼
而
御
達
有
之
候
大
蔵
省
官
員
、
為
巡
廻
両
三
日
前
�
来
県
（
五
員
ニ
而
）、
主
意
ハ
大
蔵
省

と
地
方
と
情
実
不
通
之
患
無
之
様
有
之
度
、
且
御
維
新
已
来
五
年
相
成
候
得
共
、
理
財
・
出
納
の
大
体
い
ま

た
分
明
不
相
成
、
依
而
租
税
・
出
納
金
の
実
際
取
調
等
の
為
也
、
右
ニ
付
比
来
休
日
も
立
不
申
、
劇
務
不
啻
、

此
中
加
フ
ル
ニ
元
勝
山
県
権
大
参
事
井
上
庄
之
助
・
脇
谷
正
朔
初
旧
官
員
都
合
六
名
、
司
法
省
�
捕
縛
指
出

候
様
至
急
之
達
、
廿
七
日
夕
申
来
、
依
而
即
刻
手
配
之
上
翌
朝
捕
縛
、
廿
九
日
直
チ
ニ
東
京
へ
護
送
ニ
及
申

候
、
臨
時
の
心
配
夫
是
御
推
察
可
被
下
候
、
右
ハ
負
債
一
条
よ
り
事
発
り
候
哉
ニ
候

○
当
県
庁
も
過
日
来
畳
を
廃
し
、
総
而
板
敷
ニ
致
し
、
倚
子
・
高
案
・
ガ
ラ
ス
障
子
、
官
員
も
筒
袖
・
ヅ
ボ

ン
躰
段
、
諸
省
同
様
之
振
合
ニ
取
計
候
所
、
面
目
一
新
、
官
員
も
一
際
協
和
勉
焉
罷
在
候
、
今
般
蔵
省
取
調

之
件
々
も
、
先
大
穴
も
明
不
申
候
間
、
御
顧
念
被
下
間
布
候
、
先
ハ
御
礼
申
上
、
且
御
細
書
之
貴
酬
迄
、
如

此
御
座
候
、
敬
具

初
夏
三
日

千
本
久
信

村
田
氏
寿

香
西

成
様

伊
藤
友
四
郎
様

井
上

徹
様

再
伸

老
公
御
書
被
成
下
候
得
共
、
別
段
御
封
ハ
不
指
上
候
間
、
此
義
も
宜
々
御
申
上
可
被
下
候
、
以
上



こ
れ
は
明
治
五
年
四
月
三
日
付
の
、
足
羽
県
参
事
村
田
氏
寿
と
権
参
事
千
本
久
信
か
ら
、
東
京
松
平
家
家
務
所

の
家
扶
三
名
に
宛
て
た
、
当
時
で
は
珍
し
い
西
洋
紙
両
面
に
鉛
筆
書
き
の
書
簡
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
大
蔵
省
官

員
の
査
察
が
あ
り
、
県
庁
の
責
任
者
と
し
て
そ
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
た
こ
と
、
司
法
省
に
よ
る
旧
勝
山
県
職
員
の

捕
縛
・
東
京
護
送
（
旧
藩
時
代
の
負
債
に
関
す
る
嫌
疑
）
の
指
令
が
重
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
続
け
て
、
か
つ
て
の

上
級
武
士
の
屋
敷
を
利
用
し
た
県
庁
の
洋
風
化
を
、
こ
の
査
察
に
あ
わ
せ
て
行
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
畳

を
板
敷
き
に
、
椅
子
・
机
（
高
案
）・
ガ
ラ
ス
障
子
・
官
員
の
洋
装
（
筒
袖
・
ズ
ボ
ン
）
の
導
入
と
、「
諸
省
」
す

な
わ
ち
中
央
官
庁
と
「
同
様
之
振
合
」
に
な
る
よ
う
急
速
な
洋
風
化
を
行
っ
た
の
で
、
県
庁
は
面
目
一
新
し
官
員

も
ひ
と
き
わ
協
和
に
勉
め
て
い
る
と
し
た
あ
と
、
査
察
の
結
果
に
つ
い
て
「
先
大
穴
も
明
か
な
か
っ
た
の
で
心
配

な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
再
伸
で
「
老
公
御
書
被
成
下
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
件
に
関
し

て
あ
ら
か
じ
め
春
嶽
か
ら
書
簡
を
も
ら
っ
て
お
り
、
こ
の
書
簡
も
家
扶
宛
で
は
あ
る
が
当
然
春
嶽
が
目
を
通
す
こ

と
を
前
提
に
記
述
し
て
い
る
。

○
千
本
久
信
ほ
か
書
簡
（
１
）（
明
治
九
年
十
二
月
二
十
五
日
付

武
田
正
規
宛
）（
写
真
は
４
編
口
絵
３
）

（
一
一
行
分

略
）

一
寺
島
知
義
江
被
下
之
老
公
御
書
及
御
羽
織
、
去
ル
十
八
日
泉
御
邸
ニ
お
い
て
被
下
ニ
取
計
候
所
、
其
頃
正

四
位
様
御
書
も
中
根
氏
�
寺
嶋
へ
直
ニ
相
廻
候
由
、
誠
ニ
冥
加
ニ
余
り
候
儀
、
深
く
難
有
狩
、
老
人
感
涙
数

行
、
私
共
迄
厚
御
礼
之
儀
も
申
出
候
、
両
公
御
書
共
寺
嶋
ノ
名
迄
御
書
載
せ
身
ニ
余
り
候
、
過
分
ノ
儀
喜
色

充
溢
、
傍
ノ
者
迄
も
共
ニ
落
涙
ニ
及
候
、
御
世
譜
方
も
右
御
礼
私
共
迄
申
出
候

一
御
世
譜
清
書
も
本
多
醇
世
（
旧
名
内
藤
彦
左
衛
門
事
）
十
八
冊
相
認
候
、
其
余
服
部
市
九
郎
へ
両
冊
遣
し

置
、
来
年
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
、
今
一
両
人
も
相
認
候
者
出
来
可
致
と
存
し
候
、
此
節
ハ
少
し
書
ニ
而
も
能
出
来

候
者
ハ
遊
ひ
居
候
ハ
少
く
、
八
方
相
調
候
へ
と
も
清
書
為
致
候
程
ノ
人
無
之
、
甚
致
心
配
候
、
来
年
ハ
少
し



こ
の
二
通
の
書
簡
は
と
も
に
、
旧
藩
時
代
春
嶽
の
側
近
く
に
仕
え
た
福
井
在
住
の
旧
家
臣
（
大
井
弥
十
郎
・
毛

受
洪
・
千
本
久
信
）
か
ら
東
京
松
平
家
の
家
令
武
田
正
規
に
宛
て
た
も
の
で
、
何
れ
も
末
尾
に
近
い
部
分
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
二
通
と
も
書
き
手
は
同
じ
で
、
筆
跡
か
ら
毛
受
洪
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
九
年
五

月
に
「
当
家
世
譜
編
製
之
要
件
依
頼
候
事
」
と
い
う
辞
令
を
受
け
、「
世
譜
」
編
製
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
が
、

両
書
簡
か
ら
は
こ
の
時
期
「
世
譜
」
の
清
書
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
慶
応
三
年
ま
で
の
「
世

譜
」
の
完
成
は
明
治
十
一
年
十
二
月
、『
越
前
松
平
家
家
譜

慶
永
１
』
解
説
参
照
）。
な
か
で
も
書
簡
（
１
）
で

は
、
適
当
な
清
書
担
当
者
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
書
賃
が
一
枚
銀
二
匁
五
分
で
二
〇
枚
書
い
て
一
二
銭

五
厘
に
あ
た
る
が
、
一
日
に
二
〇
枚
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
な
ど
、「
世
譜
」
の
編
さ
ん
に
か
か
わ
る
具
体
的

な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

書
簡
（
１
）
の
寺
島
知
義
に
春
嶽
・
茂
昭
両
公
よ
り
下
さ
れ
た
書
お
よ
び
羽
織
は
、
彼
が
同
六
年
一
月
の
足
羽

県
廃
県
の
さ
い
、廃
棄
文
書
を
貰
い
受
け
、保
管
の
後
に
松
平
家
に
寄
贈
し
た
こ
と
に
対
す
る
謝
礼
で
あ
っ
た（『
越

前
人
物
志
』）。
本
人
の
感
激
の
様
子
か
ら
、
こ
の
謝
礼
が
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
寄
贈
文

書
は
現
在
の
松
平
文
庫
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
、
そ
の
重
要
性
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
謝
礼
が
さ
ほ
ど
の

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
軽
輩
の
旧
臣
寺
島
に
と
っ
て
、
旧
主
君
春
嶽
が
い
か
に
特
別
な
存
在
で

あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

書
簡
（
２
）
の
福
井
城
内
建
物
に
関
す
る
記
事
は
、
同
十
年
の
初
め
二
か
月
の
間
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
入
札
に

か
け
ら
れ
て
取
り
払
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
福
井
城
内
建
物
の
処
分
時
期
に
つ
い
て
、
現

在
確
認
で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
福
井
城
址
と
松
平
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
福
井
市
史

通
史

編
３

近
現
代
』
で
述
べ
た
の
で
、
贅
言
を
避
け
た
い
。
な
お
、
福
井
城
址
の
処
分
に
関
連
し
て
、
交
同
社
に
よ

る
「
城
郭
御
貸
渡
願
」（
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
一
日
付
）
を
写
真
掲
載
（
５
編
口
絵
４
）
し
た
が
、
内
容
に
つ
い

て
は
あ
わ
せ
て
『
同
書
』
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



心
当
り
有
之
、
一
両
人
ハ
出
来
可
致
存
候
、
右
書
賃
ハ
過
日
申
上
置
候
通
、
壱
枚
ニ
付
銀
弐
匁
五
分
ツ
�
ニ

而
、
弐
拾
枚
認
候
ヘ
ハ
拾
弐
銭
五
厘
相
当
り
候
事
ニ
候
、
一
日
之
業
ニ
廿
枚
ハ
内
藤
抔
ニ
而
ハ
六
ケ
敷
趣
ニ

候
（
九
行
分

略
）

大
井
弥
十
郎

毛
受

洪

十
二
月
廿
五
日

灯
前
ニ
把
筆

千
本
久
信

武
田
正
規
様

閣
下

不
相
変
乱
筆
御
判
読
奉
希
候
也

○
千
本
久
信
ほ
か
書
簡
（
２
）（
明
治
十
年
一
月
十
四
日
付

武
田
正
規
宛
）（
写
真
は
４
編
口
絵
４
）

一
御
世
譜
清
本
之
儀
御
承
知
之
趣
、
征
長
・
征
会
御
軍
制
写
も
御
落
手
之
趣
、
右
ニ
付
御
楮
上
之
趣
一
々
致

拝
承
候

一
此
表
御
城
内
御
建
物
、
御
本
丸
ニ
テ
御
台
所
向
、
三
ノ
丸
ニ
テ
銅
御
殿
、
新
御
住
所
ニ
テ
御
座
ノ
間
一
棟
、

同
所
ニ
テ
土
蔵
一
ケ
処
、
二
ノ
丸
ニ
テ
火
薬
入
候
新
敷
土
蔵
一
ケ
処
相
残
シ
、
其
余
御
建
物
不
残
陸
軍
省

�
入
札
払
ニ
相
成
、
六
十
日
間
ニ
取
払
候
筈
、
無
是
非
事
ト
ハ
申
な
か
ら
落
涙
之
至
御
座
候
、
御
本
丸
始

イ
ク
ツ
ニ
モ
小
仕
切
ニ
致
シ
入
札
ノ
由
、
御
本
丸
ノ
御
多
門
抔
ハ
湯
屋
ノ
用
ニ
供
シ
候
ヨ
リ
外
致
方
無
之

由
、
夥
敷
御
建
物
故
材
木
及
瓦
抔
一
時
ニ
低
価
ニ
可
相
成
と
申
事
ニ
候
、
六
十
日
間
ニ
取
払
故
売
捌
方
六

ケ
敷
、
余
程
低
価
ノ
入
札
ニ
可
有
之
ト
申
事
、
新
御
住
所
ニ
て
壱
棟
、
三
ノ
丸
ニ
テ
壱
棟
交
同
社
連
ニ
テ

御
払
ニ
相
願
度
ト
ノ
事
ニ
候

（
後
略
）




